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目

次

告

示

○
青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱

(

環
境
保
全
課)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

三
八
地
域

県

民

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
二
十
一
号

青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
完
了
報
告
に
関
す
る
要
綱

(

目
的)

第
一

こ
の
要
綱
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
。
以
下

｢

廃
棄
物
処
理
法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
し
の
完
了
に
係
る
報
告
制
度
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
し
、
も
っ
て
生
活
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)

第
二

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

建
設
資
材
廃
棄
物

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年

法
律
第
百
四
号
。
以
下

｢

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建

設
資
材
廃
棄
物
を
い
う
。

二

対
象
建
設
工
事

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
建
設
工
事
を
い
う
。

三

元
請
業
者

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
元
請
業
者
を
い
う
。

四

自
主
施
工
者

対
象
建
設
工
事
を
請
負
契
約
に
よ
ら
な
い
で
自
ら
施
工
す
る
者
を
い
う
。

五

産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処

分
業
者
を
い
う
。

六

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
を
い
う
。

(

引
渡
完
了
報
告)

第
三

元
請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
は
、
対
象
建
設
工
事
の
施
工
に
伴
っ
て
生
じ
た
建
設
資
材
廃
棄

物
に
つ
い
て
、
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
引
渡
し

(

元

請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
が
自
ら
そ
の
処
分
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
処
分
の
た
め
の
事

業
場
へ
の
搬
入
と
す
る
。
以
下
同
じ
。)

を
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
建
設
工
事
の
名
称

二

対
象
建
設
工
事
の
場
所

三

対
象
建
設
工
事
の
種
類

四

対
象
建
設
工
事
の
規
模

五

対
象
建
設
工
事
に
係
る
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
年

月
日
及
び
提
出
先

六

建
設
資
材
廃
棄
物
の
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
引

渡
し
を
完
了
し
た
年
月
日

七

建
設
資
材
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
、
そ
の
運
搬
を
行
っ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
引
渡
し
に
係
る
相
手
方
の
氏
名

又
は
名
称
、
所
在
地
及
び
引
渡
し
を
し
た
量

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
対
象
建
設
工
事
ご
と
に
、
建
設
資
材
廃
棄
物
引
渡
完
了
報
告
書

(

別
記
様
式)

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
建
設
資
材
廃
棄
物
引
渡
完
了
報
告
書
に
は
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
運
搬
を
受
託
し
た
者

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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( )

か
ら
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
管
理
票

の
写
し
を
複
写
し
た
書
面
又
は
廃
棄
物
処
理
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受

け
た
建
設
資
材
廃
棄
物
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
が
当
該
運
搬
を
終
了
し
た
旨
の
報
告
を
出
力
し
た

書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

元
請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
は
、
自
ら
そ
の
建
設
資
材
廃
棄
物
を
運
搬
し
た
場
合
に
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
搬
に
際
し
運
搬
車
に
備
え
付
け
た
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号)

第
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号

(

同
令
第
七
条
の
二
の
二
第
四
項
又
は
第
八
条
の
五
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。)

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
写
し
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

引
渡
完
了
報
告
書
の
経
由)

第
四

第
三
の
規
定
に
よ
る
建
設
資
材
廃
棄
物
引
渡
完
了
報
告
書
は
、
対
象
建
設
工
事
の
場
所
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
の
環
境
管
理
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

引
渡
完
了
報
告
の
催
告)

第
五

知
事
は
、
元
請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
第
三
の
規
定
に
よ
る
建
設
資

材
廃
棄
物
引
渡
完
了
報
告
書
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
当
該
元
請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
に
対
し
、

期
限
を
定
め
て
、
建
設
資
材
廃
棄
物
引
渡
完
了
報
告
書
を
提
出
す
る
よ
う
催
告
す
る
も
の
と
す
る
。

(

引
渡
完
了
報
告
の
適
用
除
外)

第
六

第
三
か
ら
第
五
ま
で
の
規
定
は
、
青
森
市
及
び
八
戸
市
の
区
域
内
に
お
い
て
施
工
さ
れ
た
対

象
建
設
工
事
に
伴
っ
て
生
じ
た
建
設
資
材
廃
棄
物
の
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
三
か
ら
第
五
ま
で
の
規
定
は
、
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
第
十
一
条
に
該
当
す
る
対
象
建
設
工
事

の
施
工
に
伴
っ
て
生
じ
た
建
設
資
材
廃
棄
物
の
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
分
業
者
へ
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(

報
告
の
徴
収)

第
七

元
請
業
者
又
は
自
主
施
工
者
が
第
五
の
規
定
に
よ
る
催
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
建
設

資
材
廃
棄
物
引
渡
完
了
報
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
元
請
業
者
、
自
主

施
工
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
当
該
催
告
に
係
る
建
設
資
材
廃
棄
物
に
関
し
て
廃
棄
物
処
理

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

２

第
五
及
び
前
項
の
規
定
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
徴
収

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(

関
係
者
の
連
携
等)

第
八

知
事
は
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
し
の
完
了
に
係
る
報
告
に
関
す
る
事
務
を
適
切
か
つ
円

滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
関
係
地
方
公
共
団
体
、
対
象
建
設
工
事
に
係
る
関
係
団
体
そ
の
他

の
関
係
者
と
の
連
携
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
す
る

た
め
、
対
象
建
設
工
事
を
施
工
す
る
者
等
の
意
識
の
啓
発
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(

そ
の
他)

第
九

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
引
渡
し
の
完
了
に
係
る
報
告
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
対
象
建
設
工
事
の
施
工
に
伴
っ
て
生
じ

た
建
設
資
材
廃
棄
物
の
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
へ
の
引
渡
し

で
あ
っ
て
、
同
日
以
後
に
完
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

長
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
六
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎

青 森 県 報平成29年１月16日 月曜日 第4249号 4

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

田
名
部
和
義

河
村

眞
光

中
村

勝
光

木
村

春
男

�
橋

隆
二

清
川

和
彦

山
道

廣
明

小
笠
原
萬
三

上
村

清
孝

小
笠
原
淑
光

大
南

吉
弘

下
村

武
雄

北
村

松
雄

中
村

正
信

坂
本

補
一

中
村

成
紀

後
村

森
夫

小
笠
原
良
治

八
戸
市
石
堂
一
丁
目
四
の
一
七

〃

大
字
河
原
木
字
小
田
二
二

〃

石
堂
一
丁
目
三
の
二
三

〃

大
字
河
原
木
字
見
立
山
二
の
三

〃

八
太
郎
三
丁
目
一
〇
の
二
六

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
三
四

〃

大
字
田
面
木
字
下
田
面
木
二
七

〃

河
原
木
七
の
二
一

〃

長
苗
代
一
丁
目
一
一
の
二

〃

大
字
尻
内
町
字
前
河
原
二

〃

長
者
三
丁
目
九
の
二
五

〃

長
苗
代
二
丁
目
七
の
五
一

〃

売
市
二
丁
目
一
三
の
一
八

〃

売
市
一
丁
目
九
の
二

中
村
信
一
方

〃

日
計
四
丁
目
八
の
三
九

〃

長
苗
代
二
丁
目
七
の
五
三

〃

〃

七
の
四

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
四
九

平
成

��･

��･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃

西
村

隆

木
村

忠
司

田
名
部
和
義

西
村

俊
郎

中
村

勝
光

河
村

眞
光

金
浜

一
美

下
村

勇
一

中
村

昭
介

木
村

春
男

�
橋

隆
二

河
原
木

昇

根
城

正
人

清
川

和
彦

山
道

廣
明

小
笠
原
萬
三

上
村

清
孝

小
笠
原
淑
光

後
村

森
夫

小
笠
原
良
治

西
村

隆

木
村

忠
司

〃

売
市
四
丁
目
六
の
三
一

〃

八
太
郎
二
丁
目
三
の
一
八

〃

石
堂
一
丁
目
四
の
一
七

〃

売
市
四
丁
目
一
六
の
一
九

〃

石
堂
一
丁
目
三
の
二
三

〃

大
字
河
原
木
字
小
田
二
二

〃

大
字
糠
塚
字
柳
ノ
下
六
の
二

〃

長
苗
代
四
丁
目
五
の
一
九

〃

長
苗
代
二
丁
目
一
の
一
三

〃

大
字
河
原
木
字
見
立
山
二
の
三

〃

八
太
郎
三
丁
目
一
〇
の
二
六

〃

日
計
三
丁
目
六
の
五
九

〃

長
根
二
丁
目
一
の
五

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
三
四

〃

大
字
田
面
木
字
下
田
面
木
二
七

〃

河
原
木
七
の
二
一

〃

長
苗
代
一
丁
目
一
一
の
二

〃

大
字
尻
内
町
字
前
河
原
二

〃

長
苗
代
二
丁
目
七
の
四

〃

大
字
尻
内
町
字
尻
内
四
九

〃

売
市
四
丁
目
六
の
三
一

〃

八
太
郎
二
丁
目
三
の
一
八

〃〃��･

��･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃


